
船舶事故等調査報告書 

                                    平成２３年７月２８日 

                             運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故等番号 ２０１０広第１４２号 

事故等種類 乗揚 

発生日時 平成２２年７月９日 １６時５０分ごろ 

発生場所 広島県福山市横島西方沖 上島町百 貫 島
ひゃっかんしま

灯台から真方位３４２°２.６海

里付近 

（概位 北緯３４°２０.５′ 東経１３３°１５.５′） 

事故等調査の経過  平成２２年８月２６日、本事故の調査を担当する主管調査官（広島事務

所）を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

 

Ａ 引船 俊 英
しゅんえい

丸、１９.８９トン 

   ２７０－２２０６９広島、有限会社俊英海運 

Ｂ はしけ 常 水
じょうすい

１号、全長３１ｍ、幅７.４ｍ 

   なし、常石ポートサービス株式会社 

 乗組員等に関する情報 船長、一級小型船舶操縦士 

 死傷者等 なし 

 損傷 Ａ なし 

Ｂ 船首部船底に凹損 

 事故等の経過  Ａ船は、船長ほか１人が乗り組み、船首約０.６ｍ、船尾約２.２ｍの喫

水で、Ｂ船は、清水約５００ｔを積載し、船首尾とも約３.４ｍの喫水で、

Ａ船がＢ船を横抱きにして船舶に給水するために横島西方沖を南進中、平

成２２年７月９日１６時５０分ごろ、Ｂ船が浅所に乗り揚げた。 

 船長は、Ｂ船の喫水を把握しておらず、また、潮汐の調査を行っていな

かった。 

 船長は、乗揚後、損傷状況を確認したのちにＡ船でＢ船を離礁させ、予

定の給水作業を終えて帰港した。 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 南東、風力 ２ 

海象：潮汐 上げ潮の初期、潮高 約１.０ｍ、潮流 微弱な東流 

 その他の事項  船長は、本事故海域の航行経験が豊富であったので、浅所の存在を知っ

ていたがレーダー及びＧＰＳプロッターを活用していなかった。 

 船長は、レーダーの電源を切っており、また、ＧＰＳプロッターは作動

させていたが監視していなかった。 

分析 乗組員等の関与 

船体・機関等の関与 

気象・海象の関与 

判明した事項の解析 

あり 

なし 

なし 

 Ａ船は、Ｂ船を横抱きにして横島西方沖を南進

中、船長がＢ船の喫水を把握していなかったこと

から、Ｂ船が浅所に乗り揚げたものと考えられ

る。 



原因  本事故は、Ａ船が、Ｂ船を横抱きにして横島西方沖を南進中、船長がＢ

船の喫水を把握していなかったため、Ｂ船が浅所に乗り揚げたことにより

発生したものと考えられる。 

 




